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項      目 内     容 

1．商品名 

りそな教育ローン 

当座貸越タイプ 
証書貸付タイプ 

  自己啓発プラン 

2．ご利用いただける方 

当社の営業エリア内にお住まいまたはお勤めの方で、次の条件をすべて満たす個人のお客さま 

○お借入時の年齢が満 20歳以上満 66歳未満の方で、最終ご返済時の年齢が満 75歳未満の方 

○継続安定した収入のある方 

（パート・アルバイトの方も可能です。年収・勤続年数などの条件はありません） 

※学生の方はご利用いただけません（ただし、法科大学院の場合は就学者ご本人の就学費用 

もご利用いただけます）。 

○当社所定の保証会社の保証が受けられる方 

3．資金のお使いみち 

○お子さまの教育にかかわる費用 

（入学金・授業料・教科書代・制服代・アパート敷金など） 

○他社の教育ローンのお借換え資金 

○お申込日から3か月前までの間で学校等に自己資金でお支払済みの

教育費用（納付書、領収書等によりお支払いの確認ができるものに

限ります） 

ご自分の生涯学習・資格

取得のための各種学校

等への納付金 

※借入希望額が 500 万円を超える

場合、またはご返済期間が 14

年を超える場合は、ご利用でき

ません 

※法科大学院の場合は就学者ご

本人の就学費用もご利用いた

だけます。 

※お支払先が「学校法人」以外の場合は、当社所定の方法で所在が確認できることが必要です 

4. ご利用可能額 

当座貸越限度額 お借入可能額 

10万円以上 500万円以内 

（10万円単位） 

10万円以上 500万円以内 

（1万円単位） 

※医・歯・薬・獣医学部、法科大

学院、パイロット養成のための

就学費用は 1,000万円以内 

10 万円以上 300 万円以

内（1万円単位） 

5．ご返済期間 

ご契約期間 14年以内（1年単位） 

※医・歯・薬・獣医学部の就学費

用は 20年以内 

※法科大学院の就学費用は 16 年

以内 

5年以内（1年単位） 

14年以内（1年単位） 

※実際のご返済期間は下記「お借

入可能期間」満了後、残りのご

契約期間内となります。 

うちお借入可能期間（当座貸越期間） 据置期間（ご返済期間に含まれます） 

ご契約時より次のいずれか短い方

の期間内 

○卒業予定月までの就学期間内 

○4年 6ヵ月以内 

※この期間内は元金のご返済を 

据置き、お利息のみお支払いい 

ただきます。 

ご契約時より次のいずれか短い

方の期間内 

○卒業予定月までの就学期間内 

○4年 6ヵ月以内 

※この期間内は元金のご返済を

据置き、お利息のみお支払いい 

ただきます。 

※医・歯・薬・獣医学部の就学費

用は 8年以内 

※法科大学院の就学費用は 6 年

以内 

自己啓発プランではご

利用いただけません。 

6．ご利用方法 

ご利用可能額（当座貸越限度額）

の範囲内で専用のローンカードに

より、ATM でお借入れいただけま

す。また、窓口でも随時ご利用い

ただけます。 

※上記「お借入可能期間」内でご

利用いただけます。 

※ATMでお借入れの場合、1日あた

りのご利用限度額がございま

す。 

※初回のご利用分については、ご

契約時にご来店のうえ、手続き 

完了後、原則、お支払先への振

込み扱いとなります。 

一括、または分割してお借入れい

ただけます。 

一括でお借入れいただ

きます。 

※お借入資金は原則、お支払先への振込み扱いとなります。 

分割でのお借入れ 

4年以内（かつ就学期間内）で最

大 8 回まで分割してお借入れい

ただけます。 

※お借入れの都度ご来店いただ

きます。 

※お借入額は 10 万円以上からご

利用いただけます。 

自己啓発プランではご

利用いただけません。 

7．金利 

当社所定の変動金利となります。 

現在の金利については窓口にお問合せいただくか、インターネット上のホームページをご覧くだ

さい。 



 金利特典 

本ローンをご契約される時点で、埼玉りそな銀行の住宅ローンをご利用中のお客さまは店頭表示

金利より年▲1.675％でご利用いただけます。 

※住宅ローンのお取引と同一口座に限ります。 

※他の金利割引条件との併用はできません。割引内容は予告なく変更することがあります。 

※お借入金利は、お申込み時点の金利と異なる場合があります。 

※独立行政法人住宅支援機構、およびりそな住宅ローン【フラット 35】のみをご利用されてい

る方は、割引金利でのお取扱いはできません。 

8．金利の見直し 
年 2 回、4 月 1 日、10 月 1 日のローン基準金利を基に 7 月と 1 月に見直します。また、金融

情勢等により金利を見直す場合があります。 

9．ご返済方法 

お借入可能期間(当座貸越期間)中 ○毎月元利均等返済。ボーナス時の増額返済も併用できます

（ただし、ボーナス時返済分はご融資金額の 50％以内と

いたします）。 

○返済額の見直しは、「年 2 回返済額変更方式（返済額を年

2 回見直すタイプ）」となります。 

元金のご返済は据置き、お利息の

みお支払いいただきます。 

※ATM または店頭にて随時のご返

済も可能です。 

お借入可能期間(当座貸越期間)満了後 

一括してご返済いただくか、また

は残りのご契約期間内で証書貸付

方式（毎月元利均等返済）に切替

えてご返済いただきます。 

※お切替えの手続きにご来店いた

だきます。 

10．ご返済日 
毎月 5 日（銀行休業日の場合は翌

営業日）となります。 

ご契約時にお選びいただけます。（毎月固定） 

11．返済試算額の入手方法 

○お借入可能期間（当座貸越期間）

中は、毎日の最終残高について

付利単位を 100 円とした 1 年を

365 日とする日割り計算で利息

を計算します。 

○お借入可能期間（当座貸越期間）

満了時に証書貸付方式へ切替え

る際の返済額の試算は窓口にお

申付けください。 

店頭でお申しつけくだされば試算いたします。また、インタ

ーネット上のホームページでもシミュレーションをご利用

いただけます。 

12．保証 
当社所定の保証会社（りそなカード株式会社）をご利用いただきますので別途の保証人は不要で

す。 

13．担保 必要ありません。 

14．事務取扱手数料 必要ありません。 

15．団体信用生命保険 

○お借入可能期間（当座貸越期間）

中は、団体信用生命保険にはご

加入いただけません。 

○「お借入可能期間（当座貸越期

間）」満了後、証書貸付方式へ切

替えの際に団体信用生命保険へ

ご加入いただけます。 

団体信用生命保険にご加入いた

だけます（保険料は当社が負担し

ます）。 

自己啓発プランでは団

体信用生命保険にご加

入いただけません。 

16. 当社が契約している

指定紛争解決機関 

全国銀行協会 

○連絡先  全国銀行協会相談室 

○電話番号 0570-017109または 03-5252-3772 

17．その他 
○お申込みに際しては、当社所定の審査をいたします。審査結果によっては、ご希望にそえない

場合もございますので、ご了承ください。 
 


